
鎌倉市放課後エンパワーメント・プロジェクト

参画パートナーへのご登録に関する説明資料

【お問い合わせ先】

鎌倉市放課後エンパワーメント・プロジェクト運営事務局
（公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン内）

TEL：03-5858-6090／E-mail：kamakura@cfc.or.jp
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参画パートナーご登録のお願い

クーポン（電子ポイント）の利用先としてご登録いただき、

子どもたちへの多様な学びの機会の提供にご協力ください。

鎌倉市放課後エンパワーメント・プロジェクト（通称：エンプロ）とは

✓ 鎌倉市の協力のもと、株式会社三井住友フィナンシャルグループが資金や人的リソー
スを拠出、公益社団法人チャンス・フォー・チルドレンが運営を担い、三者協働で実
施するプロジェクトです。

✓ 鎌倉市内の就学援助費受給世帯・生活保護受給世帯の子どもたちを対象に、登録され
た学習塾や習い事、体験活動等で利用できるクーポン（電子ポイント）を提供します。

原則として鎌倉市内で提供される、学習やスポーツ、体験活動等のサービスが登録の対象となります。

詳細は「鎌倉市放課後エンパワーメント・プロジェクト 参画パートナー募集要項」をご確認ください。



事業内容
対象となる子どもにクーポンを提供し、

学校外の多様な学びにかかる費用を補助

利用範囲 学習、スポーツ、文化･芸術活動、自然･社会体験等の活動

経済要件 鎌倉市における就学援助費受給世帯及び生活保護受給世帯

対象学年
2024年度：中学校1年生～中学校3年生

2025年度：小学校4年生～中学校3年生

提供金額
（年間）

2024年度：中学生5万円分/人

2025年度：小学生8万円分/人、中学生10万円分/人

利用期間
2024年度：2024年11月～2025年3月

2025年度：2025年4月～2026年3月
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事業概要
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クーポンの利用先

＼お寺で文化体験／

＼山で自然体験／

音楽教室学習塾 スポーツ絵画教室

＼海で自然体験／

©認定NPO法人鎌倉てらこや ©Natsuki Yasuda / Dialogue for People

学習塾や習い事、スポーツ教室等に加え、
鎌倉市の自然･文化資源に触れる様々な学び･体験で利用



参画パートナー

ポイント利用者（子ども・保護者）

学習、スポーツ、文化活動、体験活動等

①ポイント発行

②ポイント利用

④ポイント精算

③サービス提供

運営事務局
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ポイント利用・入金の流れ

①ポイント発行 運営事務局は、子ども・保護者にポイントを発行します。

②ポイント利用 ポイント利用者と参画パートナーは、互いにポイント利用手続きを行います。

③サービス提供 参画パートナーは、利用者にサービスを提供します。

④ポイント精算 運営事務局は、利用されたポイント数に応じた金額を参画パートナーに支払います。

参画登録時に指定いただいた口座へ入金します。（毎月末締め／翌月10日入金）
※支払い月が1月と5月の場合のみ15日入金とさせていただきます。
※金融機関が休業日の場合、翌営業日の入金となります。
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ポイント利用手続きのイメージ①

ポイント利用には2つの方法があります。

①参画パートナーによるポイントの利用申請

画面に従って利用内容（利用者コード、
利用用途、利用するポイント数等）を入力

内容をよく確認のうえ「申請する」をクリック
→利用者に承認依頼の通知が届きます。
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ポイント利用手続きのイメージ②

ポイント利用には2つの方法があります。

②利用者によるポイントの利用登録（QRコードによる利用）

利用者がQRコードを読み込み、
画面に従ってポイント利用内容を入力

参画パートナーと利用者双方で、
内容をよく確認のうえ「利用する」をクリック
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参画パートナー登録の流れ

1

① 以下いずれかの書類
法 人 ： 法人の登記簿謄本または登記事項証明書

任意団体・個人 ： 申請者による事業運営の実態を確認できる書類

② 登録したい教室・サービスの情報が確認できる資料（webページやチラシ等のデータ）

③ 支払先口座の通帳やキャッシュカードの写真データ

２

３

登録申請 必要な書類をご準備のうえ、登録申請してください。

※登録申請の方法や、ご用意いただく書類は、申請者のご状況により異なります。
詳細は「鎌倉市放課後エンパワーメント・プロジェクト 参画パートナー募集要項」
をご確認ください。

登録の審査 運営事務局にて、登録申請内容を確認します。

※申請内容の確認等のため、電話や電子メールで連絡をさせていただく場合がありますので、
ご対応をお願いいたします。

登録決定通知 「参画パートナー登録決定通知書」にて通知します。



© Chance for Children 9

参考資料

■締結式・記者発表の様子（鎌倉市webサイトより引用）
（https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kisya/data/2024/20240930-2.html）

鎌倉市役所にて、協定締結式・合同記者発表を行いました。

（プレスリリース資料：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000082214.html）

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kisya/data/2024/20240930-2.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000082214.html
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参考資料：チャンス・フォー・チルドレンとは

設立経緯

⚫ 阪神･淡路大震災を契機に、大学生ボランティアが主体で子ど
もの学習支援、キャンプ、レクリエーション活動、不登校児童
の支援、国際交流活動などを展開してきた、NPO法人ブレーン
ヒューマニティーが設立母体。

⚫ リーマンショック、東日本大震災を契機にチャンス･フォー･チ
ルドレン設立（2011年）。

⚫ 子どもの貧困･教育格差解消のために、全国16都道府県で、各
地のNPOや自治体、地域等と連携しながら活動を展開。

Mission

多様な学びをすべての子どもに

私たちが目指すのは経済状況や一人ひとりの特性に関わらず

子どもたちを多様な学びの機会によって包摂できる社会です

団体webサイト：https://cfc.or.jp/

https://cfc.or.jp/
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